
（第３条第 1 項関係） 

市設置型浄化槽設置申請書 
 

                                  年   月   日 
相 模 原 市 長  あて 

 
家 屋 住所 

氏名                 ㊞ 
所有者 電話 

申 請 者 

土 地 住所 
氏名                 ㊞ 

所有者 電話 
（家屋所有者と同一の場合は、土地所有者欄のみ記入） 

相模原市高度処理型浄化槽の設置及び管理に関する条例第４条第１項の規定により、次のとおり 
高度処理型浄化槽の設置を申請します。 

設    置    場    所 相模原市 緑区 
丁目   番  号（別添明細図参照）                   

番地 

設  置  希  望  年  月  日    年   月   日頃 土地の面積           ㎡ 

建  物  の  用  途 
□ 専用住宅 □ 集合住宅（  戸） □ 長屋（  戸） 
□ 店 舗  □ 事務所  □ 工 場  □ 倉 庫 
□その他（                ） 

□ 厨房あり 
□ 厨房なし 

建 築 延 床 面 積             ㎡ 予定排水人数       人 

居  住  の  有  無 □ 新 築  □ 入居中  □ その他（            ） 

排 水 の 状 況 別 紙 １ の と お り 
設    置    位    置 別 図 の と お り （宅地内詳細図、位置図、公図） 

 申 請 内 容 確 認 
 連 絡 先 

連絡先名称等 
 
担当者等 

太枠内のみ記入して下さい。 
 
上記の申請に基づき、設置してよろしいか。 

 

決 
 

裁 

課 長 担当課長 起案者 合     議 起案   ・  ・ 
    決裁   ・  ・ 

 
 

設置の対象地域かの合否について ： □ 設 置 すべき地域   □ 不設置 の地域 

その   指示書― 

受  付  番  号 

H 



別紙１ 

高度処理型浄化槽の設置方法調査表 

現在の汚水処理状況 

 □ 新築建物の汚水処理を予定 

 □ 便槽汲み取り、その他汚水は直接放流 

 □ 単独浄化槽の宅内浸透処理 

 □ 合併浄化槽の宅内浸透処理 

 □ 合併浄化槽の宅外放流処理 

 □ 自費施工の高度処理型浄化槽 

 □ その他（                    ） 

  

高度処理型浄化槽 

の設置位置の要望 

 □ 新築のため別図の宅地内詳細図の位置 

 □ 単独浄化槽取り壊し後、同じ位置に設置する 

 □ 単独浄化槽取り壊し後、離れた位置に設置する 

 □ 合併浄化槽取り壊し後、同じ位置に設置する 

 □ 合併浄化槽取り壊し後、離れた位置に設置する 

 □ 別図のとおり 

 □ その他（                    ） 

 □ 要望は特に無い 

 

爆気ポンプ電源の 

設置位置の要望 

 □ 宅地内に電柱を建柱し、電気メーターを設置する 

 □ 既設の屋外コンセント（２口）を使用する 

 □ 新設で屋外コンセント（２口）を設置し使用する 

 □ その他（                    ） 

 □ 要望は特に無い 

 

処理水流末の処理 

方法の要望 

 □ 宅地隣接の公道側溝に放流する 

 □ 宅地隣接公道の反対車線側溝に放流する 

 □ 宅地隣接の水路（河川等）に放流する 

 □ 宅地隣接の私道側溝に放流する 

 □ 第３者の土地を通過させて放流する 

 □ 宅地内に浸透槽を設置し、浸透処理する 

 □ その他（                    ） 

 □ 要望は特に無い 

 

＊ この調査書をもとに、市担当者が現地調査を実施しますので、その際はご協力をよろしくお願いし

ます。 

＊ 諸法令や規則等により要望が叶えられない場合がありますが、申請者の要望を記して下さい。 

＊ 高度処理型浄化槽設置の方法により申請者の自己負担が発生する場合があります。 

 その場合は、市担当者より自己負担部分の説明があります。 

 



 
設 置 位 置 図 

宅地内詳細図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆コピー貼付可 

位 置 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆コピー貼付可 

 
※  注 意 事 項 

1  宅地内詳細図及び位置図は、A4 縦サイズ横綴じに折りたたんだものであれば、別紙添付で結構です。 

２  申出されてから設置するまでに日数がかかりますので,お早めに申出をしてください。 

３  申請書の提出後に設置可能か調査等行い、別途通知します。 

４  設置場所に支障物件（植木、物置、カーポート等）がある場合は､設置することができませんので、申出

者の費用負担で支障物件の撤去・移設等をお願いします。 

５  私道などの第三者の土地に排水管を設置する場合は、別途、第三者の承諾書が必要です。 

６  浄化槽の規模の決定及び浄化槽使用料の賦課、徴収のための世帯人員の確認にあたって、住民基本

台帳のデータを利用いたします。 



公  図  写 
設 置 す る 
土 地 地 番 

相模原市 緑区               番地 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆コピー貼付可 

 


